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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工物を保持面で保持するチャックテーブルと、被加工物に対して透過性を有する波
長の加工用レーザー光線を該チャックテーブルに保持された被加工物に照射する発振器と
加工用レーザー光線を集光する集光器を有するレーザー光線照射ユニットと、該加工用レ
ーザー光線の集光点位置を変位させる集光点位置調整ユニットと、該チャックテーブルに
保持された被加工物に検出用レーザー光線を該集光器を通して照射し、該被加工物の上面
高さ位置を検出する高さ位置検出ユニットと、該高さ位置検出ユニットからの検出信号に
基づいて該集光点位置調整ユニットを制御する制御ユニットと、を備えるレーザー加工装
置の該高さ位置検出ユニットの評価用治具であって、
　該検出用レーザー光線が照射される被照射面と、
　該被照射面と交差する方向に該被照射面を移動させるアクチュエータと、
　該アクチュエータを支持し該保持面に載置される基台部と、
　該アクチュエータの移動を制御する制御部と、を備える高さ位置検出ユニットの評価用
治具。
【請求項２】
　該アクチュエータは、ピエゾアクチュエータ又はボイスコイルモータである請求項１に
記載の高さ位置検出ユニットの評価用治具。
【請求項３】
　レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価方法であって、
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　請求項１又は請求項２に記載の評価用治具を該レーザー加工装置のチャックテーブルの
保持面に載置する載置ステップと、
　該評価用治具の該アクチュエータを制御し、該被照射面を所望の振幅で移動させる移動
プログラムを設定するプログラム設定ステップと、
　該保持面に載置された該評価用治具の該被照射面に該レーザー加工装置の検出用レーザ
ー光線を照射し、該移動プログラムによって所望の振幅で移動する該被照射面の高さ位置
の変動を該レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットで検出する高さ検出ステップと、
該高さ検出ステップで検出された該高さ位置の変動と、該プログラム設定ステップで設定
した該振幅とを比較し、該高さ位置検出ユニットが該被照射面の高さ位置を検出できたか
否かを判定する比較判定ステップと、を備えるレーザー加工装置の該高さ位置検出ユニッ
トの評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具及びレーザー加工装
置の高さ位置検出ユニットの評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスやＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）デバイスが形成されたウエーハや
各種板状被加工物を分割予定ラインに沿って加工する際に用いられるレーザー加工装置が
知られている。レーザー加工装置は、被加工物に対して透過性を有する波長のレーザー光
線を分割予定ラインに沿って照射し、被加工物の内部に改質層を形成し、改質層を破断基
点として被加工物を複数のデバイスチップに分割する加工方法を実施する際に用いられる
。この種のレーザー加工装置は、改質層を形成する際に、切削ブレードによる切削加工と
異なり、切削水を使わず、切り代も非常に狭いという優位性があり、使用が広がっている
。
【０００３】
　改質層は、被加工物の厚さ方向で一定の位置に形成されないと、改質層から外れた位置
で破断されてしまったり、破断されないといった問題が発生する。そこで、分割予定ライ
ンに沿って被加工物の高さを加工前に測定する高さ位置検出ユニットと、高さ位置検出ユ
ニットの測定した結果に合わせてレーザー光線の集光点を調整できる集光点位置調整ユニ
ットとを備えるレーザー加工装置が開発された（例えば、特許文献１参照）。このレーザ
ー加工装置により、被加工物の厚さが面内でばらついていたとしても、被加工物の表面か
ら所定の深さに改質層を形成する事が出来る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４２８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に示されたレーザー加工装置は、被加工物の加工を実施する前に、高さ位置
検出ユニットが正しく高さを検出できるかを評価する必要がある。このために、特許文献
１に示されたレーザー加工装置は、予め高さ位置の情報（水平方向の位置と高さとの関係
を示す情報）を把握している評価用板状物をチャックテーブルで固定し、チャックテーブ
ルを加工送りしながら評価用板状物に検出用レーザー光線を照射して高さを測定する。測
定して得られた高さの情報と、予め把握している高さ位置の情報とを照らし合わせ、これ
らに差がなければ高さ位置検出ユニットの検出精度が加工に適していると判定できる。し
かしながら、この方法では、予め高さ位置を把握している評価用板状物が無いと、高さ位
置検出ユニットの評価が出来ないという課題があった。
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【０００６】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、予め高さ位置が既知である評価
用板状物を用いることなく、高さ位置検出ユニットの評価を行うことができるレーザー加
工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具及びレーザー加工装置の高さ位置検出ユニッ
トの評価方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のレーザー加工装置の高さ位置
検出ユニットの評価用治具は、被加工物を保持面で保持するチャックテーブルと、被加工
物に対して透過性を有する波長の加工用レーザー光線を該チャックテーブルに保持された
被加工物に照射する発振器と加工用レーザー光線を集光する集光器を有するレーザー光線
照射ユニットと、該加工用レーザー光線の集光点位置を変位させる集光点位置調整ユニッ
トと、該チャックテーブルに保持された被加工物に検出用レーザー光線を該集光器を通し
て照射し、該被加工物の上面高さ位置を検出する高さ位置検出ユニットと、該高さ位置検
出ユニットからの検出信号に基づいて該集光点位置調整ユニットを制御する制御ユニット
と、を備えるレーザー加工装置の該高さ位置検出ユニットの評価用治具であって、該検出
用レーザー光線が照射される被照射面と、該被照射面と交差する方向に該被照射面を移動
させるアクチュエータと、該アクチュエータを支持し該保持面に載置される基台部と、該
アクチュエータの移動を制御する制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　前記レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具において、該アクチュエー
タは、ピエゾアクチュエータ又はボイスコイルモータでも良い。
【０００９】
　本発明のレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価方法は、レーザー加工装置の
高さ位置検出ユニットの評価方法であって、前記評価用治具を該レーザー加工装置のチャ
ックテーブルの保持面に載置する載置ステップと、該評価用治具の該アクチュエータを制
御し、該被照射面を所望の振幅で移動させる移動プログラムを設定するプログラム設定ス
テップと、該保持面に載置された該評価用治具の該被照射面に該レーザー加工装置の検出
用レーザー光線を照射し、該移動プログラムによって所望の振幅で移動する該被照射面の
高さ位置の変動を該レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットで検出する高さ検出ステッ
プと、該高さ検出ステップで検出された該高さ位置の変動と、該プログラム設定ステップ
で設定した該振幅とを比較し、該高さ位置検出ユニットが該被照射面の高さ位置を検出で
きたか否かを判定する比較判定ステップと、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本願発明は、予め高さ位置が既知である評価用板状物を用いることなく、高さ位置検出
ユニットの評価を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具により評価される
レーザー加工装置の概略の構成例を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すレーザー加工装置の加工対象のウエーハの斜視図である。
【図３】図３は、図１に示されたレーザー加工装置の高さ位置検出ユニット等の構成を示
す図である。
【図４】図４は、図３に示す高さ位置検出ユニットが有する非点収差の説明図である。
【図５】図５は、図３に示す高さ位置検出ユニットの光検出器における検出用レーザー光
線のビームが縦長楕円形の場合を示す説明図である。
【図６】図６は、図３に示す高さ位置検出ユニットの光検出器における検出用レーザー光
線のビームが円形の場合を示す説明図である。
【図７】図７は、図３に示す高さ位置検出ユニットの光検出器における検出用レーザー光
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線のビームが横長楕円形の場合を示す説明図である。
【図８】図８は、図１に示すレーザー加工装置の加工動作中の集光レンズとウエーハの裏
面との位置関係を示す説明図である。
【図９】図９は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構成を示す断面
図である。
【図１０】図１０は、図９に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の被照射面が上昇し
た状態を示す断面図である。
【図１１】図１１は、図９に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御部が設定する
移動プログラムの一例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価方法を示すフローチ
ャートである。
【図１３】図１３は、図１２に示す高さ位置検出ユニットの評価方法の載置ステップ及び
高さ検出ステップを示す説明図である。
【図１４】図１４は、図１２に示す高さ位置検出ユニットの評価方法の比較判定ステップ
の判定結果の一例を示す説明図である。
【図１５】図１５は、実施形態２に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構成を示す
断面図である。
【図１６】図１６は、実施形態３に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構成を示す
説明図である。
【図１７】図１７は、図１６に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御ユニットの
記憶部が記憶した高さパターンの一例を示す説明図である。
【図１８】図１８は、図１６に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御ユニットの
記憶部が記憶した高さパターンの他の例を示す説明図である。
【図１９】図１９は、図１６に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御ユニットの
記憶部が記憶した高さパターンの更に他の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記
載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。
さらに、以下に記載した構成は適宜組み合わせることが可能である。また、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で構成の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【００１３】
〔実施形態１〕
　実施形態１に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具を説明する。
図１は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具により評価されるレーザー
加工装置の概略の構成例を示す斜視図である。図２は、図１に示すレーザー加工装置の加
工対象のウエーハの斜視図である。図３は、図１に示されたレーザー加工装置の高さ位置
検出ユニット等の構成を示す図である。図４は、図３に示す高さ位置検出ユニットが有す
る非点収差の説明図である。図５は、図３に示す高さ位置検出ユニットの光検出器におけ
る検出用レーザー光線のビームが縦長楕円形の場合を示す説明図である。図６は、図３に
示す高さ位置検出ユニットの光検出器における検出用レーザー光線のビームが円形の場合
を示す説明図である。図７は、図３に示す高さ位置検出ユニットの光検出器における検出
用レーザー光線のビームが横長楕円形の場合を示す説明図である。
【００１４】
　実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具１は、図１に示すレーザー加工装
置１０の図３に示す高さ位置検出ユニット５０を評価するための治具である。図１に示す
レーザー加工装置１０は、被加工物である図２に示すウエーハ２０１の分割予定ライン２
０２に図３に示す改質層２０３を形成する装置である。
【００１５】
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　実施形態１に係るレーザー加工装置１０の加工対象であるウエーハ２０１は、実施形態
１ではシリコン、サファイア、ガリウムヒ素などを基板２０４とする円板状の半導体ウエ
ーハや光デバイスウエーハである。ウエーハ２０１は、図２に示すように、表面２０５の
交差（実施形態１では、直交）する複数の分割予定ライン２０２によって区画された複数
の領域にそれぞれデバイス２０６が形成されている。
【００１６】
　ウエーハ２０１は、デバイス２０６として、ＩＣ（Integrated　Circuit）又はＬＳＩ
（Large　Scale　Integration）などの半導体デバイスやＬＥＤ（Light　Emitting　Diod
e）デバイスが各領域に形成される。分割予定ライン２０２は、互いに平行な複数の第１
分割予定ライン２０２－１と、第１分割予定ライン２０２－１に直交する互いに平行な複
数の第２分割予定ライン２０２－２とを備える。実施形態１において、ウエーハ２０１は
、表面２０５に粘着テープ２１０が貼着され、粘着テープ２１０の外縁が環状フレーム２
１１に貼着されることで、裏面２０７が露出した状態で環状フレーム２１１の開口に粘着
テープ２１０で支持される。
【００１７】
　レーザー加工装置１０は、ウエーハ２０１に対して透過性を有する波長の加工用レーザ
ー光線３００（図３に示す）をウエーハ２０１の裏面２０７側から分割予定ライン２０２
－１，２０２－２に沿って照射し、加工用レーザー光線３００でウエーハ２０１の内部に
破断起点となる改質層２０３を形成するものである。なお、改質層２０３とは、密度、屈
折率、機械的強度やその他の物理的特性が周囲のそれとは異なる状態になった領域のこと
を意味し、溶融処理領域、クラック領域、絶縁破壊領域、屈折率変化領域、及びこれらの
領域が混在した領域等を例示できる。
【００１８】
　レーザー加工装置１０は、図１に示すように、ウエーハ２０１を保持面２１で保持する
チャックテーブル２０と、レーザー光線照射ユニット３０と、図３に示す集光点位置調整
ユニット４０と、図３に示す高さ位置検出ユニット５０とを備える。また、レーザー加工
装置１０は、チャックテーブル２０とレーザー光線照射ユニット３０とをＸ軸方向に相対
移動させるＸ軸移動ユニット６０と、チャックテーブル２０とレーザー光線照射ユニット
３０とをＹ軸方向に相対移動させるＹ軸移動ユニット７０と、撮像ユニット８０と、制御
ユニット１００とを備える。
【００１９】
　チャックテーブル２０は、ウエーハ２０１を保持する保持面２１を有する。保持面２１
は、粘着テープ２１０を介して環状フレーム２１１の開口に貼着されたウエーハ２０１を
保持する。保持面２１は、ポーラスセラミック等から形成された円盤形状であり、図示し
ない真空吸引経路を介して図示しない真空吸引源と接続されている。保持面２１は、載置
されたウエーハ２０１を、粘着テープ２１０を介して吸引し保持する。実施形態１では、
保持面２１は、Ｘ軸方向及びＹ軸方向と平行な平面である。チャックテーブル２０の周囲
には、ウエーハ２０１の周囲の環状フレーム２１１を挟持するクランプ部２２が複数配置
されている。また、チャックテーブル２０は、回転ユニット２３によりＺ軸方向と平行な
中心軸線回りに回転させる。回転ユニット２３は、Ｘ軸移動ユニット６０によりＸ軸方向
に移動される移動テーブル２４上に配置されている。　
【００２０】
　Ｘ軸移動ユニット６０は、チャックテーブル２０をＸ軸方向に移動させることで、チャ
ックテーブル２０をＸ軸方向に加工送りする加工送り手段である。Ｘ軸移動ユニット６０
は、軸心回りに回転自在に設けられたボールねじ６１と、ボールねじ６１を軸心回りに回
転させるパルスモータ６２と、チャックテーブル２０をＸ軸方向に移動自在に支持するガ
イドレール６３とを備える。　
【００２１】
　Ｙ軸移動ユニット７０は、チャックテーブル２０をＹ軸方向に移動させることで、チャ
ックテーブル２０を割り出し送りする割り出し送り手段である。Ｙ軸移動ユニット７０は
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、軸心回りに回転自在に設けられたボールねじ７１と、ボールねじ７１を軸心回りに回転
させるパルスモータ７２と、チャックテーブル２０をＹ軸方向に移動自在に支持するガイ
ドレール７３とを備える。
【００２２】
　レーザー光線照射ユニット３０は、ウエーハ２０１が透過性を有する波長の加工用レー
ザー光線３００をチャックテーブル２０に保持されたウエーハ２０１に裏面２０７側から
照射するユニットである。レーザー光線照射ユニット３０は、加工用レーザー光線３００
でウエーハ２０１の内部に改質層２０３を形成するユニットである。
【００２３】
　レーザー光線照射ユニット３０は、図１に示す加工ヘッド３１と、図３に示す発振器３
２と、集光器である集光レンズ３３とを備える。加工ヘッド３１は、レーザー加工装置１
０の装置本体１１から立設した壁部１２に連なった支持柱１３の先端に取り付けられてい
る。
【００２４】
　発振器３２は、加工用レーザー光線３００を発振し、発振した加工用レーザー光線３０
０をダイクロイックミラー５９を介して、加工ヘッド３１の先端からチャックテーブル２
０に保持されたウエーハ２０１に照射する。ダイクロイックミラー５９は、発振器３２と
集光レンズ３３との間における加工用レーザー光線３００の光路上に配置されている。ダ
イクロイックミラー５９は、加工用レーザー光線３００を透過する。発振器３２が発振す
る加工用レーザー光線３００は、例えば、ＹＡＧレーザー光線またはＹＶＯレーザー光線
である。実施形態１において、加工用レーザー光線３００の波長は、例えば、１０６４ｎ
ｍであるが、これに限定されない。集光レンズ３３は、加工用レーザー光線３００をウエ
ーハ２０１の内部に集光するものである。
【００２５】
　集光点位置調整ユニット４０は、加工用レーザー光線３００の集光点３０１の位置をＺ
軸方向に変位させるものである。集光点位置調整ユニット４０は、集光レンズ３３を保持
するレンズホルダ４１と、レンズホルダ４１をＺ軸方向に移動させる駆動ユニット４２と
を備える。駆動ユニット４２は、周知のボールねじやパルスモータ、ピエゾモータにより
構成される。
【００２６】
　高さ位置検出ユニット５０は、チャックテーブル２０に保持されたウエーハ２０１に図
３に示す検出用レーザー光線４００を集光レンズ３３を通して照射し、チャックテーブル
２０に保持されたウエーハ２０１の上面である裏面２０７の高さ位置であるＺ軸方向の位
置を検出するものである。なお、本発明では、Ｚ軸方向の位置は、保持面２１を基準（０
μｍ）としている。高さ位置検出ユニット５０は、検出用発振器５１と、コリメートレン
ズ５２と、偏光ビームスプリッター５３と、凸レンズ５４と、シリンドリカルレンズ５５
と、光検出器５６と、λ／４板５７と、凸レンズ５８とを有する。
【００２７】
　検出用発振器５１は、例えばレーザーダイオードから構成され、所定の波長の検出用レ
ーザー光線４００を発振し、検出用レーザー光線４００をコリメートレンズ５２と偏光ビ
ームスプリッター５３とλ／４板５７と凸レンズ５８とに順に通してダイクロイックミラ
ー５９に照射する。光検出器５６は、図５、図６及び図７に示すように、分割領域５６－
１，５６－２，５６－３，５６－４を４つ備えるフォトダイオードから構成される。検出
用発振器５１から照射された検出用レーザー光線４００は、コリメートレンズ５２により
平行光に変換された後、偏光ビームスプリッター５３、及びλ／４板５７を透過し、ダイ
クロイックミラー５９で反射される。ダイクロイックミラー５９で反射された検出用レー
ザー光線４００は、集光レンズ３３を介して保持面２１上のウエーハ２０１の裏面２０７
に照射される。
【００２８】
　ウエーハ２０１の裏面２０７で反射された検出用レーザー光線４００は、ダイクロイッ



(7) JP 6955893 B2 2021.10.27

10

20

30

40

50

クミラー５９で反射され、凸レンズ５８を透過してλ／４板５７に入射する。ここで、ウ
エーハ２０１の裏面２０７で反射された検出用レーザー光線４００は、ウエーハ２０１に
向かう往路と該ウエーハ２０１で反射された復路とでλ／４板５７を２回通過しているた
め、その偏光方向が９０°回転する。このため、ウエーハ２０１の裏面２０７で反射され
た検出用レーザー光線４００は、偏光ビームスプリッター５３において反射され、凸レン
ズ５４により集光されてシリンドリカルレンズ５５に入射する。
【００２９】
　シリンドリカルレンズ５５は、図４に示すように、円柱を軸方向に沿って半分にした略
半円柱状を呈する。シリンドリカルレンズ５５は、例えば、α方向のみにレンズ効果を有
し、β方向においてはレンズ効果を有しない。すなわち、ウエーハ２０１の裏面２０７で
反射された検出用レーザー光線４００は、シリンドリカルレンズ５５を通過する際、α方
向の焦点位置とβ方向の焦点位置がずれて非点収差が発生した状態で光検出器５６に入射
する（図５、図６及び図７参照）。
【００３０】
　シリンドリカルレンズ５５を透過した検出用レーザー光線４００は、図４、図５、図６
及び図７に示すように、ビーム４０１－１，４０１－２，４０１－３の平面形状が光軸上
の位置によって縦長楕円形、円形、横長楕円形の順に変化する。このため、４分割フォト
ダイオードからなる光検出器５６でビーム４０１－１，４０１－２，４０２－３を受光す
ると、ビーム４０１－１，４０１－２，４０２－３の平面形状に応じて各分割領域５６－
１，５６－２，５６－３，５６－４に入射する光量のバランスが変化する。
【００３１】
　図５に示すように、ビーム４０１－１が縦長楕円形の場合、光検出器５６における分割
領域５６－１及び５６－３の入射光量が分割領域５６－２及び５６－４の入射光量よりも
大きくなる。また、図６に示すように、ビーム４０１－２が円形の場合、光検出器５６に
おける分割領域５６－１，５６－２，５６－３，５６－４の入射光量が等しくなる。また
、図７に示すように、ビーム４０１－３が横長楕円形の場合、光検出器５６における分割
領域５６－２及び５６－４の入射光量が分割領域５６－１及び５６－３の入射光量よりも
大きくなる。
【００３２】
　光検出器５６は、分割領域５６－１，５６－２，５６－３，５６－４で検出した入射光
量を制御ユニット１００に出力する。制御ユニット１００は、分割領域５６－１及び分割
領域５６－３の入射光量の和と、分割領域５６－２及び分割領域５６－４の入射光量の和
との差分値を算出する。
【００３３】
　図５に示したビーム４０１－１が縦長楕円形の場合、上記の差分値は正（０よりも大き
い）となる。図６に示したビーム４０１－２が円形の場合、差分値は０（ゼロ）となる。
図７に示したビーム４０１－３が横長楕円形の場合、差分値は負（０よりも小さい）とな
る。
【００３４】
　実施形態１において、高さ位置検出ユニット５０は、分割領域５６－１，５６－２，５
６－３，５６－４で検出した入射光量を制御ユニット１００に出力する。
【００３５】
　撮像ユニット８０は、チャックテーブル２０に保持されたウエーハ２０１を撮像するも
のであり、レーザー光線照射ユニット３０とＸ軸方向に並列する位置に配設されている。
実施形態１では、撮像ユニット８０は、支持柱１３の先端に取り付けられている。撮像ユ
ニット８０は、チャックテーブル２０に保持されたウエーハ２０１を撮像するＣＣＤ（Ch
arge　Coupled　Device）カメラや赤外線カメラにより構成される。
【００３６】
　制御ユニット１００は、レーザー加工装置１０の構成要素をそれぞれ制御して、ウエー
ハ２０１に改質層２０３を形成する動作をレーザー加工装置１０に実施させるものである
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。制御ユニット１００は、コンピュータである。制御ユニット１００は、ＣＰＵ（Centra
l　Processing　Unit）のようなマイクロプロセッサを有する演算処理装置と、ＲＯＭ（R
ead　Only　Memory）又はＲＡＭ（Random　Access　Memory）のようなメモリを有する記
憶装置と、入出力インターフェース装置とを有する。
【００３７】
　制御ユニット１００の演算処理装置は、記憶装置に記憶されているコンピュータプログ
ラムに従って演算処理を実施して、レーザー加工装置１０を制御するための制御信号を入
出力インターフェース装置を介してレーザー加工装置１０の上述した構成要素に出力する
。また、制御ユニット１００は、加工動作の状態や画像などを表示する液晶表示装置など
により構成される表示ユニット１０１や、オペレータが加工内容情報などを登録する際に
用いる入力ユニット１０２と接続されている。入力ユニット１０２は、表示ユニット１０
１に設けられたタッチパネルと、キーボード等とのうち少なくとも一つにより構成される
。また、実施形態１において、制御ユニット１００は、レーザー加工装置の高さ位置検出
ユニットの評価用治具１も構成する。
【００３８】
　また、制御ユニット１００は、分割領域５６－１，５６－２，５６－３，５６－４で検
出した入射光量から前述した差分値を算出し、算出した差分値に基づいて、集光レンズ３
３とウエーハ２０１の裏面２０７とのＺ軸方向の距離、即ちウエーハ２０１の裏面２０７
のＺ軸方向の位置を算出する。なお、実施形態１において、集光レンズ３３による加工用
レーザー光線３００の集光点３０１の位置と、集光レンズ３３による検出用レーザー光線
４００の集光点の位置とは互いに異なる。
【００３９】
　次に、レーザー加工装置１０の加工動作を図面に基いて説明する。図８は、図１に示す
レーザー加工装置の加工動作中の集光レンズとウエーハの裏面との位置関係を示す説明図
である。
【００４０】
　レーザー加工装置１０は、オペレータが加工内容情報を制御ユニット１００に登録し、
オペレータがウエーハ２０１をチャックテーブル２０の保持面２１に載置し、オペレータ
から加工動作の開始指示があった場合に、加工動作を開始する。加工動作では、レーザー
加工装置１０の制御ユニット１００は、真空吸引源を駆動して、保持面２１にウエーハ２
０１を吸引保持する。
【００４１】
　加工動作では、レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、撮像ユニット８０が撮
像したウエーハ２０１の画像に基いてアライメントを実行し、回転ユニット２３に複数の
第１分割予定ライン２０２－１をＸ軸方向と平行にした後、複数の第１分割予定ライン２
０２－１のうち予め定められた一つの第１分割予定ライン２０２－１の一端とレーザー光
線照射ユニット３０の加工ヘッド３１とをＺ軸方向に相対させる。レーザー加工装置１０
の制御ユニット１００は、Ｘ軸移動ユニット６０にチャックテーブル２０をＸ軸方向に移
動させながら高さ位置検出ユニット５０の検出用発振器５１から検出用レーザー光線４０
０を発振させて、検出用レーザー光線４００を一つの第１分割予定ライン２０２－１の一
端から他端に向けて順に照射させる。レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、高
さ位置検出ユニット５０の光検出器５６の検出信号に基づいて、一つの第１分割予定ライ
ン２０２－１の一端から他端にかけてのウエーハ２０１の裏面２０７のＺ軸方向の位置を
算出し、記憶する。
【００４２】
　レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、回転ユニット２３に複数の第２分割予
定ライン２０２－２をＸ軸方向と平行にした後、複数の第２分割予定ライン２０２－２の
うち予め定められた一つの第２分割予定ライン２０２－２の一端とレーザー光線照射ユニ
ット３０の加工ヘッド３１とをＺ軸方向に相対させる。レーザー加工装置１０の制御ユニ
ット１００は、Ｘ軸移動ユニット６０にチャックテーブル２０をＸ軸方向に移動させなが
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ら高さ位置検出ユニット５０の検出用発振器５１から検出用レーザー光線４００を発振さ
せて、検出用レーザー光線４００を一つの第２分割予定ライン２０２－２の一端から他端
に向けて順に照射させる。レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、高さ位置検出
ユニット５０の光検出器５６の検出信号に基づいて、一つの第２分割予定ライン２０２－
２の一端から他端にかけてのウエーハ２０１の裏面２０７のＺ軸方向の位置を算出し、記
憶する。なお、高さ位置検出ユニット５０が裏面２０７のＺ軸方向の位置を検出する分割
予定ライン２０２－１，２０２－２は、ウエーハ２０１の裏面２０７の中心を通るものが
望ましく、又は、ウエーハ２０１の裏面２０７の中心により近いものが望ましい。
【００４３】
　レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、複数の分割予定ライン２０２－１，２
０２－２の全長に亘って加工用レーザー光線３００を照射してウエーハ２０１の内部に改
質層２０３を形成する。レーザー加工装置１０の制御ユニット１００は、加工用レーザー
光線３００を照射する際には、高さ位置検出ユニット５０の検出信号から算出された分割
予定ライン２０２－１，２０２－２の一端から他端にかけてのウエーハ２０１の裏面２０
７のＺ軸方向の位置に基づいて、裏面２０７と集光レンズ３３との距離が、図８に示すよ
うに、ウエーハ２０１の内部に改質層２０３を形成する位置に基づいて定められた距離５
００で一定となるように、集光点位置調整ユニット４０を制御する。すると、図８に示す
ように、改質層２０３の裏面２０７からの距離５０１は、分割予定ライン２０２－１，２
０２－２の全長に亘って一定になる。なお、図８は、集光レンズ３３の軌跡を一点鎖線で
示しているとともに、裏面２０７の高さの変化を実際よりも誇張して示している。レーザ
ー加工装置１０の制御ユニット１００は、全ての分割予定ライン２０２－１，２０２－２
に沿って、ウエーハ２０１の内部に改質層２０３を形成すると、加工動作を終了する。
【００４４】
　次に、実施形態１に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１を図
面に基いて説明する。図９は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構
成を示す断面図である。図１０は、図９に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の被照
射面が上昇した状態を示す断面図である。図１１は、図９に示す高さ位置検出ユニットの
評価用治具の制御部が設定する移動プログラムの一例を示す説明図である。
【００４５】
　レーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１（以下、単に評価用治具と記
す）は、レーザー加工装置１０の高さ位置検出ユニット５０のウエーハ２０１の裏面２０
７の位置の検出精度を評価するための治具である。評価用治具１は、図９及び図１０に示
すように、被照射部材２と、前述した制御ユニット１００とを備えるアクチュエータ３と
、基台部４とを備える。
【００４６】
　被照射部材２は、基台部４にＺ軸方向に移動自在に設けられ、かつ基台部４がチャック
テーブル２０の保持面２１上に載置されると、レーザー光線照射ユニット３０の加工ヘッ
ド３１に対向する。被照射部材２は、基台部４がチャックテーブル２０の保持面２１上に
載置されると、Ｘ軸方向とＹ軸方向との双方と平行でかつ加工ヘッド３１と対向する被照
射面２－１を備える。被照射面２－１は、高さ位置検出ユニット５０の検出用発振器５１
が発振した検出用レーザー光線４００が照射される。
【００４７】
　アクチュエータ３は、基台部４内に収容され、被照射面２－１と交差する方向であるＺ
軸方向に被照射面２－１を移動させるものである。実施形態１において、アクチュエータ
３は、被照射部材２に取り付けられている。アクチュエータ３は、圧電体を２枚の電極で
挟んで構成された所謂ピエゾアクチュエータであり、電極に電力が印加されることで、図
９及び図１０に示すように、被照射面２－１をＺ軸方向に移動させる。なお、実施形態１
において、アクチュエータ３は、ピエゾアクチュエータであるが、これに限定されない。
【００４８】
　基台部４は、アクチュエータ３を支持しチャックテーブル２０の保持面２１に載置され
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るものである。基台部４は、平板状で形成されかつチャックテーブル２０の保持面２１に
載置される平板部４－１と、平板部４－１から立設した円筒状に形成された円筒部４－２
とを備える。基台部４は、円筒部４－２内にアクチュエータ３を収容しかつ平板部４－１
上にアクチュエータ３を支持する。
【００４９】
　制御ユニット１００は、アクチュエータ３を制御する。制御ユニット１００は、図１に
示すように、記憶部１１０と、制御部１２０とを備える。記憶部１１０は、移動プログラ
ム設定プログラム１１１を記憶している。移動プログラム設定プログラム１１１は、高さ
位置検出ユニット５０を評価する際に、アクチュエータ３を制御し、被照射面２－１を図
１１に示す所望の振幅６００でＺ軸方向に移動させて、被加工物であるウエーハ２０１の
分割予定ライン２０２－１，２０２－２の裏面２０７の位置を模擬するための移動プログ
ラム６０１を設定するためのプログラムである。なお、移動プログラム設定プログラム１
１１は、高さ位置検出ユニット５０を評価する際の被照射面２－１のＺ軸方向の位置が、
高さ位置検出ユニット５０がウエーハ２０１の分割予定ライン２０２－１，２０２－２に
検出用レーザー光線４００を照射して検出すると想定されるＺ軸方向の位置に等しくなる
ような移動プログラム６０１を設定するのが望ましい。
【００５０】
　制御部１２０は、高さ位置検出ユニット５０を評価する際には、入力ユニット１０２の
操作によりオペレータから加工対象のウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射
される分割予定ライン２０２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４００を照
射する際のチャックテーブル２０の移動速度が入力される。制御部１２０は、高さ位置検
出ユニット５０を評価する際には、入力された分割予定ライン２０２－１，２０２－２の
全長及び検出用レーザー光線４００を照射する際のチャックテーブル２０の移動速度に基
づいて、移動プログラム設定プログラム１１１を実行して、例えば図１１に示す移動プロ
グラム６０１を設定する。実施形態１において、図１１に示す移動プログラム６０１は、
アクチュエータ３による被照射面２－１のＺ軸方向の振幅６００、被照射面２－１の移動
回数、被照射面２－１の移動速度を含む。なお、図１１の横軸は、高さ位置検出ユニット
５０の評価を行うために検出用レーザー光線４００を照射開始してからの経過時間を示し
、縦軸は、被照射面２－１のＺ軸方向の位置を示している。
【００５１】
　即ち、制御部１２０は、高さ位置検出ユニット５０を評価する際には、入力された分割
予定ライン２０２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４００を照射する際の
チャックテーブル２０の移動速度に基づいて、移動プログラム設定プログラム１１１を実
行して、アクチュエータ３による被照射面２－１のＺ軸方向の振幅６００、被照射面２－
１の移動回数、被照射面２－１の移動速度を設定する。制御部１２０は、高さ位置検出ユ
ニット５０を評価する際には、設定した移動プログラム６０１通りにアクチュエータ３の
移動を制御する。
【００５２】
　制御ユニット１００の演算処理装置は、記憶装置に記憶されているコンピュータプログ
ラムに従って演算処理を実施して、制御部１２０の機能を実現する。制御ユニット１００
の記憶装置は、記憶部１１０の機能を実現する。
【００５３】
　次に、実施形態１に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価方法を図面に
基いて説明する。図１２は、実施形態１に係る高さ位置検出ユニットの評価方法を示すフ
ローチャートである。図１３は、図１２に示す高さ位置検出ユニットの評価方法の載置ス
テップ及び高さ検出ステップを示す説明図である。図１４は、図１２に示す高さ位置検出
ユニットの評価方法の比較判定ステップの判定結果の一例を示す説明図である。
【００５４】
　実施形態１に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価方法（以下、単に評
価方法と記す）は、レーザー加工装置１０の高さ位置検出ユニット５０のウエーハ２０１
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の裏面２０７の位置の検出精度を評価する方法である。評価方法は、図１２に示すように
、載置ステップＳＴ１と、プログラム設定ステップＳＴ２と、高さ検出ステップＳＴ３と
、比較判定ステップＳＴ４とを備える。
【００５５】
　載置ステップＳＴ１は、評価用治具１をチャックテーブル２０の保持面２１に載置する
ステップである。実施形態１において、載置ステップでは、オペレータが、図１３に示す
ように、レーザー加工装置１０のチャックテーブル２０の保持面２１の中央に載置する。
評価方法は、プログラム設定ステップＳＴ２に進む。
【００５６】
　プログラム設定ステップＳＴ２は、評価用治具１のアクチュエータ３を制御し、被照射
面２－１を所望の振幅６００で移動させる移動プログラム６０１を設定するステップであ
る。プログラム設定ステップＳＴ２では、オペレータが、入力ユニット１０２を操作して
加工対象のウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０
２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４００を照射する際のチャックテーブ
ル２０の移動速度および被照射面２－１の所望の高さ位置を入力する。
【００５７】
　プログラム設定ステップＳＴ２では、制御ユニット１００は、検出用レーザー光線４０
０が照射される分割予定ライン２０２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４
００を照射する際のチャックテーブル２０の移動速度の入力を受け付けると、制御部１２
０が、移動プログラム設定プログラム１１１を実行して、例えば、図１１に示す移動プロ
グラム６０１を設定する。実施形態１において、プログラム設定ステップＳＴ２で設定さ
れた図１１に示す移動プログラム６０１は、振幅６００を５μｍとし、移動回数を１往復
とし、移動速度を１０μｍ／ｓｅｃとしている。評価方法は、高さ検出ステップＳＴ３に
進む。
【００５８】
　高さ検出ステップＳＴ３は、保持面２１に載置された評価用治具１の被照射面２－１に
検出用レーザー光線４００を照射し、移動プログラム６０１によって所望の振幅６００で
移動する被照射面２－１の高さ位置であるＺ軸方向の位置の変動を高さ位置検出ユニット
５０で検出するステップである。高さ検出ステップＳＴ３では、制御ユニット１００は、
オペレータからの評価開始指示を入力ユニット１０２などを介して受け付けると、Ｘ軸移
動ユニット６０及びＹ軸移動ユニット７０を制御して、加工ヘッド３１を被照射面２－１
にＺ軸方向に対向させる。そして、制御ユニット１００は、図１３に示すように、制御部
１２０がプログラム設定ステップＳＴ２で算出した移動プログラム６０１を実行してアク
チュエータ３を動作させるとともに、検出用レーザー光線４００を被照射面２－１に照射
する。すると、制御ユニット１００は、高さ位置検出ユニット５０の光検出器５６の検出
結果に基づいて、図１４に示す一点鎖線で示すように被照射面２－１のＺ軸方向の位置６
０２を検出する。
【００５９】
　なお、図１４の横軸は、高さ位置検出ユニット５０の評価を行うために検出用レーザー
光線４００を照射開始してからの経過時間を示し、縦軸は、被照射面２－１のＺ軸方向の
位置を示している。また、図１４の実線は、プログラム設定ステップＳＴ２で設定された
移動プログラム６０１を示し、一点鎖線は、光検出器５６の検出結果に基づいて算出され
た被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２を示している。評価方法は、移動プログラム６
０１の実行が終了すると、高さ検出ステップＳＴ３を終了して、比較判定ステップＳＴ４
に進む。
【００６０】
　比較判定ステップＳＴ４は、高さ検出ステップＳＴ３で検出された被照射面２－１の高
さ位置であるＺ軸方向の位置の変動と、プログラム設定ステップＳＴ２で設定した移動プ
ログラム６０１の振幅６００とを比較し、高さ位置検出ユニット５０が被照射面２－１の
Ｚ軸方向の位置を検出できたか否かを判定するステップである。比較判定ステップＳＴ４
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は、制御ユニット１００は、図１４に示すように、プログラム設定ステップＳＴ２で設定
された移動プログラム６０１と、高さ検出ステップＳＴ３で光検出器５６の検出結果に基
づいて算出された被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２とを表示ユニット１０１に表示
する。
【００６１】
　実施形態１において、比較判定ステップＳＴ４では、オペレータが、プログラム設定ス
テップＳＴ２で設定された移動プログラム６０１と、高さ検出ステップＳＴ３で光検出器
５６の検出結果に基づいて算出された被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２とを対比し
て、高さ位置検出ユニット５０が被照射面２－１のＺ軸方向の位置を検出できたか否かを
判定する。具体的には、比較判定ステップＳＴ４では、オペレータが、プログラム設定ス
テップＳＴ２で設定された移動プログラム６０１と、高さ検出ステップＳＴ３で光検出器
５６の検出結果に基づいて算出された被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２との最大の
差６０３が予め定められた所定値を越えていると、高さ位置検出ユニット５０が被照射面
２－１の高さ位置を検出できていないと判定して、高さ位置検出ユニット５０が不良であ
ると判定する。
【００６２】
　比較判定ステップＳＴ４では、オペレータが、プログラム設定ステップＳＴ２で設定さ
れた移動プログラム６０１と、高さ検出ステップＳＴ３で光検出器５６の検出結果に基づ
いて算出された被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２との最大の差６０３が予め定めら
れた所定値以下であると、高さ位置検出ユニット５０が被照射面２－１の高さ位置を検出
できていると判定して、高さ位置検出ユニット５０が良品であると判定する。なお、実施
形態１において、比較判定ステップＳＴ４では、オペレータが、プログラム設定ステップ
ＳＴ２で設定された移動プログラム６０１と、高さ検出ステップＳＴ３で光検出器５６の
検出結果に基づいて算出された被照射面２－１のＺ軸方向の位置６０２との最大の差６０
３に基づいて判定したが、本発明では、制御ユニット１００の制御部１２０が同様に自動
的に判定し、判定結果を表示ユニット１０１に表示しても良い。
【００６３】
　実施形態１に係る評価用治具１は、被照射面２－１をＺ軸方向に移動するアクチュエー
タ３を備えているので、アクチュエータ３で被照射面２－１をＺ軸方向に移動させること
で、ウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２のＺ
軸方向の位置を被照射面２－１で模擬することができる。その結果、評価用治具１は、ア
クチュエータ３によって移動される被照射面２－１に検出用レーザー光線４００が照射さ
れることによって、予めＺ軸方向の位置が既知である評価用板状物を用いることなく、高
さ位置検出ユニット５０の評価を行うことができる。
【００６４】
　また、評価用治具１は、アクチュエータ３がピエゾアクチュエータであるので、微小な
振幅６００での被照射面２－１の移動を可能とすることができ、ウエーハ２０１の検出用
レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２のＺ軸方向の位置を被照射面２－
１で模擬することができる。
【００６５】
　実施形態１に係る評価方法は、プログラム設定ステップＳＴ２で設定した移動プログラ
ム６０１通りにアクチュエータ３を制御して、被照射面２－１をＺ軸方向に移動するので
、ウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２のＺ軸
方向の位置を被照射面２－１で模擬することができる。その結果、評価方法は、高さ検出
ステップＳＴ３において、アクチュエータ３によってＺ軸方向に移動される被照射面２－
１に検出用レーザー光線４００を照射されることによって、予めＺ軸方向の位置が既知で
ある評価用板状物を用いることなく、高さ位置検出ユニット５０の評価を行うことができ
る。
【００６６】
　また、評価方法は、高さ検出ステップＳＴ３において、アクチュエータ３によってＺ軸
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方向に移動される被照射面２－１に検出用レーザー光線４００を照射されることによって
、予めＺ軸方向の位置が既知である評価用板状物を用いることなく、高さ位置検出ユニッ
ト５０の評価を行うことができるので、チャックテーブル２０をＸ軸方向に移動させるこ
となく、高さ位置検出ユニット５０の評価を行うことができる。その結果、評価方法は、
チャックテーブル２０のＸ軸方向に移動に伴う振動の影響を受けることなく、高さ位置検
出ユニット５０の評価を行うことができる。
【００６７】
〔実施形態２〕
　実施形態２に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１－２を説明
する。図１５は、実施形態２に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構成を示す断面
図である。図１５は、実施形態１と同一部分に同一符号を付して説明を省略する。
【００６８】
　実施形態２に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１－２（以下
、単に評価用治具と記す）は、アクチュエータ３－２が実施形態１と異なる以外、実施形
態１と同じ構成である。
【００６９】
　評価用治具１－２のアクチュエータ３－２は、図１５に示すように、基台部４の円筒部
４－２の内周面に取り付けられた円筒状の永久磁石５と、被照射部材２の円柱部の外周面
に取り付けられたコイル６とを備える所謂ボイスコイルモータである。アクチュエータ３
－２は、コイル６に電力が印加されることで、被照射面２－１をＺ軸方向に移動させる。
なお、実施形態２において、アクチュエータ３－２は、ボイスコイルモータであるが、こ
れに限定されない。
【００７０】
　実施形態２に係る評価用治具１－２は、実施形態１と同様に、被照射面２－１をＺ軸方
向に移動するアクチュエータ３－２を備えているので、アクチュエータ３－２によって移
動される被照射面２－１に検出用レーザー光線４００が照射されることによって、予めＺ
軸方向の位置が既知である評価用板状物を用いることなく、高さ位置検出ユニット５０の
評価を行うことができる。
【００７１】
〔実施形態３〕
　実施形態３に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１を説明する
。図１６は、実施形態３に係る高さ位置検出ユニットの評価用治具の構成を示す説明図で
ある。図１７は、図１６に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御ユニットの記憶
部が記憶した高さパターンの一例を示す説明図である。図１８は、図１６に示す高さ位置
検出ユニットの評価用治具の制御ユニットの記憶部が記憶した高さパターンの他の例を示
す説明図である。図１９は、図１６に示す高さ位置検出ユニットの評価用治具の制御ユニ
ットの記憶部が記憶した高さパターンの更に他の一例を示す説明図である。図１６から図
１９は、実施形態１と同一部分に同一符号を付して説明を省略する。
【００７２】
　実施形態３に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価用治具１（以下、単
に評価用治具と記す）は、制御ユニット１００－３の記憶部１１０－３が、図１６に示す
ように、移動プログラム設定プログラム１１１の他に高さパターン１１２，１１３，１１
４を記憶部１１０－３に記憶している以外、実施形態１の評価用治具１と構成が同じであ
る。図１７、図１８及び図１９に示す高さパターン１１２，１１３，１１４は、被加工物
であるウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２－
１，２０２－２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を示すものである。なお、図１７、図１８
及び図１９の横軸は、検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２－１
，２０２－２のＸ軸方向の位置を示し、縦軸は、検出用レーザー光線４００が照射される
分割予定ライン２０２－１，２０２－２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を示している。
【００７３】



(14) JP 6955893 B2 2021.10.27

10

20

30

40

50

　また、高さパターン１１２，１１３，１１４の被照射面２－１のＺ軸方向の最も低い位
置と最も高い位置とのＺ軸方向の距離１１２－１，１１３－１，１１４－１は、移動プロ
グラム６０１が含む振幅６００と同程度であり、例えば、５μｍ程度である。なお、図１
７に示す高さパターン１１２は、中央部が外縁部よりも凹んだウエーハ２０１の検出用レ
ーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２－１，２０２－２の裏面２０７のＺ
軸方向の位置を示している。図１８に示す高さパターン１１３は、裏面２０７に細かい凹
凸が形成されたウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン
２０２－１，２０２－２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を示している。図１９に示す高さ
パターン１１４は、中央部が外縁部よりも凹みかつ裏面２０７に細かい凹凸が形成された
ウエーハ２０１の検出用レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２－１，２
０２－２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を示している。
【００７４】
　なお、実施形態３において、記憶部１１０－３は、高さパターン１１２，１１３，１１
４を三つ記憶しているが、本発明おいて、記憶部１１０－３が記憶する高さパターン１１
２，１１３，１１４は、三つに限定されない。また、図１７、図１８及び図１９に示す高
さパターン１１２，１１３，１１４は、複数のウエーハ２０１の検出用レーザー光線４０
０が照射される分割予定ライン２０２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を測定して生成する
ことができる。
【００７５】
　実施形態３に係るレーザー加工装置の高さ位置検出ユニットの評価方法（以下、単に評
価方法と記す）のプログラム設定ステップＳＴ２では、オペレータが、入力ユニット１０
２を操作して高さパターン１１２，１１３，１１４のうちいずれかを選択する。プログラ
ム設定ステップＳＴ２では、制御ユニット１００－３は、検出用レーザー光線４００が照
射される分割予定ライン２０２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４００を
照射する際のチャックテーブル２０の移動速度の入力に加えて、選択された高さパターン
１１２，１１３，１１４を受け付けると、制御部１２０が、移動プログラム設定プログラ
ム１１１を実行して、移動プログラム６０１を設定する。
【００７６】
　実施形態３の移動プログラム設定プログラム１１１は、検出用レーザー光線４００が照
射される分割予定ライン２０２－１，２０２－２の全長及び検出用レーザー光線４００を
照射する際のチャックテーブル２０の移動速度に基づいて、被照射面２－１のＺ軸方向の
位置が選択された高さパターン１１２，１１３，１１４と等しくなるような移動プログラ
ム６０１を設定するものである。このために、実施形態３に係る評価方法のプログラム設
定ステップＳＴ２では、制御ユニット１００－３の制御部１２０は、移動プログラム設定
プログラム１１１を実行して、被照射面２－１のＺ軸方向の位置が選択された高さパター
ン１１２，１１３，１１４と等しくなるような移動プログラム６０１を設定する。
【００７７】
　実施形態３に係る評価用治具１及び評価方法は、実施形態１と同様に、被照射面２－１
をＺ軸方向に移動するアクチュエータ３を備えているので、アクチュエータ３によって移
動される被照射面２－１に検出用レーザー光線４００が照射されることによって、予めＺ
軸方向の位置が既知である評価用板状物を用いることなく、高さ位置検出ユニット５０の
評価を行うことができる。
【００７８】
　また、実施形態３に係る評価用治具１及び評価方法は、複数のウエーハ２０１の検出用
レーザー光線４００が照射される分割予定ライン２０２の裏面２０７のＺ軸方向の位置を
測定して生成することができる高さパターン１１２，１１３，１１４に被照射面２－１の
Ｚ軸方向の位置が等しくなるような移動プログラム６０１を設定するので、被照射面２－
１の位置を実際のウエーハ２０１に近付けることができる。
【００７９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱
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いて、評価用治具１，１－２の制御ユニット１００，１００－３がレーザー加工装置１０
の各構成要素の制御をおこなっているが、本発明は、評価用治具１，１－２の制御ユニッ
ト１００，１００－３を、レーザー加工装置１０の各構成要素の制御をおこなう制御ユニ
ットと別のもので構成しても良い。
【符号の説明】
【００８０】
　１，１－２　評価用治具
　２－１　被照射面
　３　アクチュエータ
　４　基台部
　１０　レーザー加工装置
　２０　チャックテーブル
　２１　保持面
　３０　レーザー光線照射ユニット
　３２　発振器
　３３　集光レンズ（集光器）
　４０　集光点位置調整ユニット
　５０　高さ位置検出ユニット
　１００，１００－３　制御ユニット
　１２０　制御部
　２０１　ウエーハ（被加工物）
　２０７　裏面（上面）
　３００　加工用レーザー光線
　３０１　集光点
　４００　検出用レーザー光線
　６００　振幅
　６０１　移動プログラム
　ＳＴ１　載置ステップ
　ＳＴ２　プログラム設定ステップ
　ＳＴ３　高さ検出ステップ
　ＳＴ４　比較判定ステップ
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